


はじめに

国立大学及び大学共同利用機関は、平成１６年４月法人に移行した。法人化に伴う自ら

の責任と権限は、国家賠I賞法や国家公務員災害補|賞法を適用外とし、また事故等にお|プる

賠|薑についても薑任当事者とした上で、法人に新たな危機管理が問いかけられている。他

方、法人化に伴い、各種外部資金や国公私にまたがる大学支援経薑の獲得などの競争が過

熱している。競争はともすれば、研究者の学問の自由を保障する裁壼権の誤用を招き、研

究費の不正受給、データの裡造や研究業績の搾取、熱ｌｕｊｌな指導と強制・強要の境界にある

各種ハラスメントといった不測の事態を生じさせている。

国立大学法人評価委員会は、平成１８年９月２９日に「各法人の平成１７年度に係る業

務の実績に関する評価結果の概要」を発表したが、これによれば全学的・総合的な危機管

理態勢の整備とさらなる改善が必要とされている。本委員会では、各法人が抱える様々な

リスクとそれに対する取組みについてのアンケートを実施し、これらの結果を分析し、今

後の課題やリスクマネジメントの重要性などをとりまとめ、ここに『リスクマネジメント

に関するアンケート調査報告書』を刊行する運びとなった。

本委員会は、これらを基に損害保険に留まらない幅広いリスクマネジメントの支援を進

めていくことになるが、各法人におかれても、自らの水準を推しはかり、また有用な手法

を取り込む上でも、本報告書を積極的に活用頂ければ幸いである。

最後に、調査にご協力いただいた囿而大学法人及び大学共同利用機関法人に)Ｕより感謝

を申し上げ、本報告書がリスクマネジメント推進の一助となり、各法人の健全な発展に些

かなりとも役立つことを祈念いたします。

平成１９年２月１曰

国立大学協会事業実施委員会委員長

金沢大学長林菫二郎
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1．調査結果の概要



1．調査結果の概要

少子高齢化による人□構造の変化、各生活者個人の価|直観や意識の変化、産業構造の変

動など､様々な社会的環境の変化の影響も受け､業務を取り巻くリスクはますます多様化、

巨大化かつ複雑化するI頃向にあります。万一、これらリスクが顕在化し適切な対応ができ

なかった場合には、学生・教職員の人命が損なわれたり、信用失墜に至ったりするなど、

国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「法人」という。）において、致命的な悪

影響が出る事態に発展することもあります。

各法人において、業務の継続と安定的発展を実現するためにリスクマネジメントの導入

は必要不可欠であるとの共通認識をもち、自らの組織風土や業務特性に適合した実効性の

高い経営手法を追求していくことが望まれます。

（１）個別リスクの管理状況

①２２リスク(Ｐ７，８参照)を対象としたリスクへの対応状況

文書化されているリスクは過半数を超えていますが、：Ⅱ|練、洗い出し、点検、

研修等が進んでおらず、規程・マニュアルの実効'性が担保されていないケース

が多いものと見受けられます。

Ａ，規程・マニュアルの策定率６２％

規程・マニュアルを策定している上位５リスク・・・セクシャルハラスメン

ト、有害物質等、個人'|胄報、火災・爆発、地震

Ｂ・対応単位全学対応７６％

全学対liUiしている上位５リスク・・・セクシャルハラスメント、｜固人'肩報、

コンピュータ・ネットワーク、入試業務、その他のハラスメント

Ｃ，管理・対１１．１体制委二会対liUi３９％

委二会対応している上|立５リスク・・・セクシャルハラスメントその他の

ハラスメント、入試業務、個人'信報、危険有害業務

専任対応２５％

４０％以上の法人が専任対応しているリスク・・・一般疾病、メンタルヘルス

Ｄ・発生を想定した訓練１５％

４０％以上の法人が:lll練を行っているリスク・・・火災・爆発、地震

E，リスクの洗い出し、点検５０％

洗い出し、点検を行っている上位５リスク・・・有害物質等、入試業務、施

設の管理、危険有害業務、火災・爆発

Ｆ・対liUi・防止の研修４１％

研I|参を行っている上位５リスク・・・セクシャルハラスメント、メンタルヘ

ルス、個人情報、その他のハラスメント、危険有＝業務

(注）上記一覧中の「割合（％）」表示は、１法人平均で、対象２２リスクのうち何％の

１



リスクが対策を施されているかを意味しています。

②今後、対策を強化すべきリスクの有無・・・・あり９６％

今後対策を強化すべき上位５リスク・・・コンピュータ・ネットワーク、個人

’|盲報、地震、メンタルヘルス、研究贄の不正使用

③強化すべきリスクの取り組み推進上の障害

「必要性の認識が低い」との回答が１３法人に留まっており、これまでの本協

会主催のセミナー・研修を通して、リスクマネジメントの重要性に対する取り組

みが各法人において、広く認知されつつあると考えられます。

１位時間がない、人が足りない（７３法人）

２位スキル、ノウハウがない（５６法人）

３位予算が限られている（５２法人）

④障害を取り除くための解決策

１位リスク管理推進のための手'''百書（７０法人）

２位規程、要項、マニュアル等の雛形（６８法人）

３位人材の確保（６６法人）

先進的に取り組んでいる大学の事例（６６法人）

⑤リスク管理状況を監視･チェックする独立性が確保された組織の有無・・・・あり７０％

設置されている組織の延べ数は２４５、うち網羅的にリスクを把握する組織が

２９、複数リスクを対象とするが、その対象は部分的に留まる組織が７８、特定リ

スクに特化した組織が１３ｓとなりました。

⑥管理･対応体制が整っていないリスクへの対応

１位既存の組織で対応した（７０法人）

２１立対応組織を－時的に立ち上げた（４７法人）

３位過去に事故は発生していない（１７法人）

(2)全学的、網羅的なリスクの管理状況

①全学的、網羅的に対応(危機管理)する体制の有無・・・・あり５９９６

体制を持つ法人は全体の６割弱の５４法人､体制数は述べ１１９となりました。

１つの体制でリスク全般をカバーする体制を持つ法人は２７法人ありました。

②リスクマネジメントポリシーの策定状況・…策定済み１０％(策定中は２０％）

③リスクの洗い出しと評価等の全学的体制の有無…・あり２４％

④複数のリスクについて全学的、網羅的に対応する体制の必要性…・あり５０％

⑤全学的、網羅的に対応する体制を構築する上での障害

１位時間がない、人が足りない（３３法人）

２位スキル、ノウハウがない（２６法人）

２



３位予算が限られている（１７法人）

⑥全学的、網羅的に対応する体制を構築する上での有効策

位
位
位

１
２
３

リスク管理推進のための手順書（３３法人）

規程、要項、マニュアル等の雛形（３１法人）

先進的に取り組んでいる大学の事例（３０法人）

以 上

３
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2．調査結果の詳細

（１）個別リスクの管理状況

①個別リスクの管理状況

各法人のリスクマネジメントの取り組み状況はどうなっているのか、すなわち、規程・

マニュアル類の整備はされているのか、平常時・危機発生時に対libiする体制はどうなって

いるのか、更|こは危機に備えて:|||練を行っているのか等についての現状を、以下２７種類

のリスクから「７．雇用に閏するリスク」、「８．経営に関する'」スク」を除いた２２種

類のリスクを対象に調査しました【質問１－１】。

【リスクー覧】

『 Cｌ

７

大分類 分類

コード

小分類 例

1．災害に関す

るリスク

1０１

１０２

地震

台風、豪雨、落雷

地震による人的、物的被害

台風、豪雨、落雷による人的、物的被害

２．施設|こ関

するリスク

２０１

２０２

２０３

２０４

火災、爆発

施設の管理

有害物質等

不審者

火災、爆発|こよる人的、物的被害

施設|こ起因する事故

毒・劇物、放射'性物寶等の紛失

不審者の|曼入|こよる盗難、傷害

３．業務|こ関

するリスク

３０１

３０２

３０３

３０４

教育・研究業務

入試業務

診療業務

危険有害業務

実験、フィールドワーク、体育実習の事故

入試ミス

医療ミス

危険作業、有害作業での事故

４．’盾報|こ関

するリスク

４０１

４０２

個人'肩報

コンピュータ 、

ネットワーク

個人|胄報の漏えい

ネットワーク障害、ハッキング、ウィルス感

染

５．不祥事。

犯罪に関する

リスク

５０１

５０２

５０３

５０４

５０５

５０６

５０７

セクシャルハラス

メント

その他のハラスメ

ント

著作権等知的財産

権'二害

ねつ造、盗用

領横

研究費の不正使用

学生の不祥事、犯

罪

セクシャルハラスメント

アカデミックハラスメント、差別、いじめ

著作権侵害、特許'三害

実験結実の裡造、論文盗用

|呆管金の横領

研究贄の不正使用

学生の不祥事、犯罪



(注）上記リスクに閏する大分類、小分類は、今回の調査のため独自|こ分類したものです。

８

６．健康に関

するリスク

６０１

６０２

６０３

一般疾病

メンタルヘルス

感染症

学生、教職員の病気

学生、教職員のメンタル面の病気

○－１５７、ＳＡＲＳ

７．雇用|こ関

する'ノスク

７０１

７０２

労働問題

人事万策

退職、待遇等の雇用に関するトラブル

採用方針、人事方針

８．経営に関

するリスク

８０１

ＳＯ２

ＳＯＳ

教育・研究課程

運営資金

社会的評価

教育・研究課程の設置、廃止

交付金の削減、外部資金の減少

応募学生の減少、学習力の低下、就職率の低

下



リスクマネジメントの進め方に従って、全体の取り組み状況を調査したものが以下の結

果です。１法人平均、対象２２リスクのうち何％のリスクが対策を施されているかを意味

しています。例えば「Ａ、規程・マニュアル」では「ある」が６２％となっていますが、

これは調査対象２２リスクの６２％|こついて(すなわち１法人平均、１ｓのリスクについて)、

規程・マニュアルの策定（文書化）が終了していることを示しています。

Ａ規程･マニュアル Ｂ対応単位

0.796 ３０ｌｂ

２１ 2％

3７８９

□あり

□なし

□末回筈

琴二
学
局
回

全
部
末

□
ロ
四

６１５％

７５ ８､

Ｃ管理･対応体制 Ｄ発生を想定した訓練

１９％

346 8.9％ □委員会

ロ専任組織、担当省｜
圏|l細呑ﾇIMti

囚未回答

□行っている

ロ行っていない

巳未回琶

24.5％ 843％

Ｅリスクの洗い出し、点検 Ｆ対応･防止の研修

OＢＱｂ Ｏ９ｌｈ

l4qb４
□行っている

ロ行っていない

ロ未回答

□行っている

□行っていない

ロ未回答

487％ 504Qｂ

577
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願『Tﾖﾌ、
「規程・マーュアル」については、法人の抱えるリスクの６２％（１法人平均１３リ

スク（注））について、文書化が終了しているという結果となりました。これだけを見る

と、数値が高く対liUi状況は良好という評価ができます。

最も、「洗い出し・点検」を行っているリスクについては５０％（同１１リスク）、

「対liti・防止の研||多」については４１％（同ｇリスク）に留まり、更には「発生を想定

した:)||練」に至っては１５％（同Ｓリスク）と極めて低い数|直になるなど、規程・マニ

ュアルの実効｜性を担保する対応が滞っているという実態も明らかとなりました。形式的

にはリスクマネジメント体制が整っているように見えますが、実際には機能していない

可能性が高いと言えます。

－万、対応体制については全学対liUiを行っている法人が７６％（同１６リスク）であ

ること|こ対して、管理対lidi体制を委員会としている法人は３９％（同８リスク）｜こ留ま

っています。

最も、対liUi単位につきましては、全学対litiが全て良いとは言い切れません。顕在化し

た場合に問題が全学生に関わるケース、または法人全体に関わるケースについては、当

然ながら全学対応が最善となります。しかし、それ以外のケースでは部局対応の方がよ

い場合もあります。リスクの特性に応じて対liUi方法を見極めることが必要です。

(注）「１法人あたり、どの程度のリスクに対liiiしているのか」を知る目安として記載

しています。

1０



次に、先の対応状況について、内訳（リスク毎）を見ていきます。（５０％以上のもの

については、網掛けを施しています。）

A)規程｡マニュアル (％）

|解説｡コメント

２２リスクのうち１５リスクが規程。マニ

ュアルの策定率５０％を超えています。法人

における代表的なリスクであるセクシャル

ハラスメントや有害物質等、個人情報が上位

にあります。

一方で不審壱、研究費の不正使用、ねつ

造･盗用については５０％を下回っています。

法人の構内は比較的、不審者が侵入しやすい

ことを考えると、対策の遅れている点は憂慮

されます。また、最近注目されている研究費

の不正使用、ねつ造。盗用についても、対策

を進めていくことが急務と言えます。

なお､診療業務は４８％となっていますが、

医学部のある法人に限ると９８％となってい

ます（医学部を設置する法人は４２法人）。

識韓・臘伽灘霧那瓢饗
汁
了
鯛
藤

籔議轤鑛

１６:診療業務
１７:メンタルヘルス

１８:不審者
１９:横領
2○:研究費の不正使用
２１;著作権等知的財産権侵害

Ｓ
６
５
Ｏ
７
７
１

４
４
４
４
３
つ
－
２

２２:ねつ造、盗用

１１



B)対･応単位(部局） (妬）B)対応単位(全学） (％）鍵
糖
臘
『
鰭
一

議
鑿
蕊

濾躯雷壱

鰯
筋
雛
鰯
蝋
離
繍
蝋
鱗
甑
鈍
蕊
鞠
懸
獺
禰
鯛
鰄
鱗

５４

２診療業務

３教育。研究業務

４危険有害業務

５施設の管理

６学生の不祥事、犯罪

７有害物質等

ｅ感染症

ｇ火災、爆発

１０:台風、豪雨、落雷

１１;横領

１２:ねつ造、盗用

１３:著作権等知的財産権侵害

１４;研究費の不正使用

１５:一般疾病

１６;地震

171その他のハラスメント

１８;入試業務

１９:メンタルヘルス

２０;コンピュータ、ネットワーク

２１:|固人情報

２２:セクシャルハラスメント

Ｓ
Ｓ
５
１
Ｏ
４
４
Ｓ
ｇ
Ｓ
５
４
４
４
１
Ｏ
ｇ
ｇ
７
４
ｓ

４
４
３
３
３
２
２
２
１
１
１
１
１
１
１
１

２０:教育。研究業務

２１:不審者
２２:診療業務

７
４
３

４
４
３

解説｡コメント

２２リスクのうち１９リスクが、５０％を超える法人で全学対価｢と位置付けており、

全学対応を行っているリスクが高い割合を占めていることが明らかとなりましたび池の

法人での取り組み実態石参考にしつつ、リスクの特性や各法人の業務特性に応じて、最

適な管理手法を確立していくことが望まれます。

なお、診療業務については医学部設置の法人に限ると、全学対応とした法人は４法人

（うち３法人は医学部のみ設置の法人）、部局対liiiiとした法人は３７法人という結実と

なっています（１法人は末回答）。

(注）単科大学では部局対応＝全学対応とち判断されるため、回答が混在している可能性

もあります。

１ク



C)管理｡対応体制(委員会） c)管理･対応体制(専任組織､担当者）（％）(％）瓢一密
議
蕊

騨
懸

齪
懸

蝋
翻

１
２ 露鍵堰渥蕊鍵溌麟:蕊嚢蕊蕊卜

２鬘ぞ鰯imi1ijjj:!i撫蕊蕊蕊繋|：
↑一般疾病
２メンタルヘルス
Ｓ火災、爆発
４施設の管理
５有＝物質等
６感染症
７地震
Ｓ診療業務
ｇ著作権等知的財産権侵害
１０台風、豪雨、落雷
１１コンピュータ、ネットワーク
１２不審者
１３個人'|胄報
１４横領
１５研究贄の不正使用
１６危険有害業務
１７教育。研究業務
１８入試業務
１９セクシャルハラスメント
２０その他のハラスメント
２１ねつ造、盗用
２２学生の不祥事、犯罪

Ｓ
Ｓ
５
４
４
３
Ｏ
ｇ
ｇ
６
５
Ｓ
２
２
ｇ
６
４
２
２
Ｏ
Ｏ
Ｓ

４
４
３
３
３
３
３
２
２
２
２
２
２
２
１
１
１
１
１
１
１

創
る

薄
ら
》
醗
鯛
鰯
聯
薊

率シｈワー潔
縦割き

窪有害物質等

ｇ教育・研究業務
１０火災、爆発
１１診療業務
１２地震
１３感染症
１４台風、豪雨、落雷
１５－般疾病
１６メンタルヘルス

１７著作権等知的財産権侵害
１８ねつ造、盗用
１９施設の管理
２０研究費の不正使用
２１不審者
２２横領

Ｃ
７
６
５
５
Ｏ
７
６
５
４
３
Ｓ
７
５

４
３
３
３
３
３
２
２
２
２
２

C)管理｡対･応体制(随時対応） |解説,コメント’

２２リスクのうち１９リスクが､５０％

を超える法人において全学対応として

いるにも関わらず、委員会または専任対

応となっているリスクについて５０％を

超えているものは７リスクしかありま

せんでした。

随時対応しているリスクを見ると、不

審者、災害（台風。豪雨。落雷、地震）

が上位にきている点が懸念されます。学

生、教職員等の身体に影響が及ぶリスク

については、少なくとも、随時対応では

なく、平常時より対応体制を明確化して

おくことが望まれます。

なお診療業務については医学部設置

法人に限ると、委員会対応２７法人、専

任対応１３法人､随時対応１法人という

結果となっています（１法人は夫回答）。

(％）

1鍬蕊費鍾議蕊ｌｊｉ蕊｜
笙横寵;」

沌
熟
鰄
髄用深
、．←凡

省
造

審
ａ
不
潴

・
一
ｓ
・
》
二
・
一
一
一
・
（
一
一
■
一
一
一
一
一
一
一
一

３
難

５台風、豪雨、落雷

ｅ教育。研究業務

了著作権等知的財産権侵害

Ｓ施設の管理

ｇ地震

1ｏ学生の不祥事、犯罪

１１感染症

１２火災、爆発

１３危険有害業務

１４メンタルヘルス

１５有害物質等

１６入試業務

１７－船疾病

１８その他のハラスメント

１９診療業務

２０コンピュータ、ネットワーク

２↑個人'|胃報

２２:セクシャルハラスメント

４
４
４
３
５
４
１
７
３
２
１
１
１
０
９
５
４
４

４
４
４
４
３
３
３
２
２
２
２
２
２
２
１
１
１

1ｓ



Ｄ)発生を想定した訓練
=剥蕊1蕊ijiliii:蕊曝i窪一讓《
２:地震
３:不審者

州
麟
万
垢

（

|解説｡コメント｜

訓練を実施している割合がら○％以上とな

っているものが火災。爆発の１リスクしかあ

りませんでした。訓練の対応度が低かった地

震も含め、リスクの特性に応じて実施効果の

高いものを見極めた上で、訓練対象リスクの

範囲を拡大させていくことが望まれます。

なお、診療業務については医学部設置の法

人に限ると、訓練実施は６法人（１４％）と

いう結実となっています。

為N

ｉＨＪｒ

４:診療業務
丘台風、豪雨、落雷
ａ危険有害業務
７;感染症
８:有害物質等
ｇ:セクシャルハラスメント
１０:教育。研究業務
１１;入試業務
１２;施設の管理
１３:その他のハラスメント
１４:メンタルヘルス

１５;一般疾病
１６;著作権等知的財産権侵害
１７;コンピュータ、ネットワーク
１８ねつ造、盗用
１９個人'|胄報

２０横領
２１研究費の不正使用
２２学生の不祥事、犯罪

２
６
６
５
３
３
２
２
０
９
８
５
３
２
２
１
１
１
１

２
１
１
１
１
１
１
１
１

E)リスクの洗い出し、点検 （

豹
鰯
鏑
齢
鰯
蝋
帥
鯛
露

|解説｡コメント｜

リスクの洗い出し、点検については、２２

リスクの半数が５０％以上の法人で実施され

ているという結果となりました。リスクマネ

ジメントの最初のステップとして位置付け

られる対応が、数多くの法人及びリスクにお

いて実施されている実態が明らかとなって

います。

今後は、最近話題となっているねつ造、盗

用など、既存のリスクのみならず、新たなリ

スクへの対応を行うこと、対応リスクの幅を

広げることが課題といえます。

なお、診療業務については医学部設置の法

人に限ると、リスクの洗い出し、点検を行っ

ている法人は３７法人（８８％）という結果

と派っています。

〔
（
二
（
二
選
ニ
ー
（
一
臣
二
二
一
】
エ
ニ
』

い
ち
一
】
二
一
岸
■
一
言
一
三
二
』
二
一
【
←
』
〕
｜
』
■
｛
｝
■
二
】
一
一
画
一
』
■
』
｜
■
］
一
戸
一
』
■
｜
『
戸
』
百
・
・
｝
戸
二
』
二
】
二
』
｜
】
｝
｝
』
』
■
』
■
』
』
』
二
』
宮

=個人情報
;診療業務
:露沙:ピユータ、議潤

議
欝
蕊
迩
１

隣 一議 !！;l灘蕊 趨
１
職
５:繍梁症

:メジ翻沁蕊flZ蕊 １1 １

１２:研究費の不正使用
１３:一般疾病
１４:不審者
１５:教育。研究業務
１６横領
１７セクシャルハラスメント
１８台風、豪雨、落雷
１９その他のハラスメント
２０学生の不祥事、犯罪
２１著作権等知的財産権侵害
2Ｚねつ造、盗用

ｇ
ｇ
Ｓ
８
５
２
Ｏ
Ｓ
５
２
６

４
４
４
４
４
４
４
３
つ
－
２
１

1４



F)対応、防止の研修 （

殉
禰
鯛
繍
蝿
嚇

Ｉ・』ご：目刮』■：ヴＢ■』一戸一一声一一二一）（一』百一一二三

|解説･コメント’

５０％以上の法人で実施しているリスクが

僅か６リスクと、リスクの洗い出し、点検を

行っているリスクの数に比べると低い数字

となっている点が懸念されます。

特に、下|立の学生の不祥事、犯罪、著作権

等知的財産権侵害、横領、ねつ造。盗用など、

教職員や学生の不祥事については、様ﾉﾏな対

策の中でも特に教職員の意識を高める実践

的な研修の実施が有効です。最低限、これら

のリスクについては研修活動を強化してい

くことを推奨します。

なお、診療業務については医学部設置の法

人に限ると、研修を実施している法人は４０

法人（９５％）という結実となっています

（１法人は末回答）。

５２

７:火災、爆発
８:診療業務
鱗一般疾病
１０;有害物寶等
１１;研究費の不正使用
１２感染症
１３教育・研究業務
１４地震
１５入試業務
１６施設の管理
１７学生の不祥事、犯罪
１８不審者
１９:著作権等知的財産権侵害

2ｍ横領
２１:台風、豪雨、落雷
２２:ねつ造、盗用

ｇ
Ｓ
７
６
６
Ｇ
５
４
７
４
４
Ｓ
１
Ｓ
Ｓ
７

４
４
４
４
４
４
３
３
２
２
２
２
２
１
１

1５



２２のリスクにつき、対応状況を一覧にしたものが下表です。

(単位％）

1６

大ガ類 小分類
Ａ)娠程.

マニュアル

Ｂ)対IUi単
(全学）

B)対liUi単

|立（部局）

Ｃ)管理.
対応体制

(委員会）

C)管理.

対lIdi体制
(専任組

織、担当

者）

Ｃ)管理.

対応体制

(随'１春対

、i）

Ｄ)発生を

想定した:||’

績

E)リスクの

洗い出し、

点検

F)対応、防
止の研'１参

１．災害

に塵する

リスク

地鰯

台風、豪

雨、落雷

８２．４

７２５

８７．９

７９，１

１１０

1８７

３５２

２９．７

297

２６４

３５２

4４．０

４７３

1６５

６０．４

３９６

３４１

132

２．施設

に関する

リスク

火災、爆発

施設の管理

有害物質等

不富者

８５７

5８２

９１２

４５１

７０９

６８．１

7４．７

４４．０

２３．１

3０．８

2４．２

５３８

３７．４

２３．１

４４０

６６

３５２

３４．１

３４．１

２３１

２７．５

４２９

２０．９

７０３

８７．９

９．９

1３２

２６４

６８．１

６９．２

７４．７

４８．４

４９．５

２４．２

４６２

2３．１

３．業務

に関する

リスク

教育・研究
業務

入試葵務

診療業務

危険有害業
務

５１．６

５３８

４８４

７８０

４７３

８９．０

３３０

６３７

４８．４

８８

４９５

３５２

3９６

6４８

3６３

5９３

1４３

1２１

2８６

1６５

４４．０

２０９

1８７

2３１

1２１

1２１

2２０

1６５

４８４

７１．４

5４９

6９２

３５２

2７５

４８４

５９－３

４．情報

に閏する

リスク

|国人'|胃報

コンピュー

タ、ネット

ワーク

９１．２

７８０

９４５

９２３

４４

６．６

６２．６

５７．１

２２０

2５３

１４ｓ

1５．４

１．１

２２

6０．４

5３８

６７．０

５１．６

５．不複

事・犯罪

に関する

リスク

セクシャル

ハラスメン

ト

その他のハ

ラスメント

著作種等知

的財産権(蔓
＝

ねつ造、盗

用

横

研究費の不

正|吏月

学生の不祥

事、犯罪

1０００

７６ｓ

２７５

２０９

３９．６

3７４

5０．５

９５６

８ｇｏ

８１３

８０２

７８０

８１３

６７０

３．３

9９

1４．３

1５．４

1７６

1４３

２９．７

８２４

６９２

２５．３

２４２

５５

７７

５７１

1２１

９９

２８６

9.9

２２０

1８７

７７

４４

19.ｓ

４４．０

６４．８

７１．４

７２５

３４．１

1３．２

８８

３３

２２

１．１

１１

１．１

４１．８

３８５

２２０

1６５

４５．１

４９５

２５．３

８７．９

６５．９

２０．９

６６

1７．６

４６２

２４．２

６．健康

|こ関する

リスク

一般疾病

メンタルヘ

ルス

梁症

5６０

4６２

６１５

８２．４

８７．９

747

1４３

８８

2４２

２~7.5

２６４

３５２

４８．４

４８４

３３０

２０．９

２２０

３０．８

５．５

７７

1５４

４９．５

５０５

５２７

４７３

６８．１

4６２



前頁の数値をグラフ化すると以下の通りとなります。

(％）

101:地震０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１

１

■■■

が‘
蕊

籔隷

鐵
識。i参ッ

102:台風､豪雨、落雷(％）

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１

１
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201:火災､爆発
(％）

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１

１

’
１

､￣■

》》

毒學

上

籔蕊

が1Ａ惑曲'零i､,
●

蕊 識
識謬

202:施設の管理(％）

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１

１
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(妬） 203:有害物質等

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１

１
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204:不審者(96）
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301:教育｡研究業務(％）
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(％） 302:入試業務
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(％） 303:診療業務
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304:危険有害業務(％）
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401:個人情報
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(％）
501:セクシャルハラスメント
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502:その他のハラスメント
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503:著作権等知的財産権侵害(9'6）
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504:ねつ造､盗用(％）
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505:横領０
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507:学生の不祥事､犯罪(96）
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(％） 602:メンタルヘルス
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下図は２２のリスクにつき、リスクマネジメントのステップに沿って一覧表にしたもの

です。対応単位（全学対応、部局対応）、管理。対応体制（委員会対応、専任、随時対応

等）は、リスクの特性によって最適な対応方法が違うため、一覧表からは除外しました。

D)発生を想定した訓練曰リスクの洗い出し、点検A)規程・マニュアル F)対iim防止の研||場

100％

０％

地震

台風、豪雨、落雷

火災、爆発

施設の管理

有害物質等

￣画一一＝

不審省

教育・研究業務

入試業務

診療業務

危険信害業務

個人'|青報

コンピュータ、ネットワーク

セクシャルハラスメント

その他のハラスメント

HＥ

一基ヨ

５－－ ［＋

著作権等知的財産権侵害

ねつ造、盗用

横領

研究費の不正便用

学生の不祥事、犯罪

一般疾病

メンタルヘルス

繍染峠

３
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辰
沙

｡

一掴

|解説コメント｜

上図を見ると、Ｄ（発生を想定した計||練）、Ｆ（対応`､防止の研修）の数値が低く

なっています。つまりマニュアル・規程の策定はなされているものの、その実効I性を

確認する、もしくは教職員に周知徹底する活動が行われておらず、せっかく策定した

マニュアル。規程が、単に作成されただけの状態となっている現状が浮き彫りとなっ

ています。いざという時に、有効に機能させるためには、平常筒の研修や言111練を継続

的に行うことが必要です。

リスクの洗い出し、点検の実施率は高く、各法人の意識は高いように見受けられま

す。これらの動きを、広く学生、教職員に広げていく活動に力を入れていくことを推

奨します、

口８



②今後、対策を強化する必要のあるリスク

今後対策を強化すべきリスクはあるかという問いに対し、９６％の法人が「ある」と回答
しました【質問１－２】。

今後対策を強化すべきリスクの有無

2％２％

□ある

画ない

|ロ未選択，

96％

厩読~:~ﾖﾇｰﾌｰFl

「ない」と回答したのは２法人でした。１法人は、規程・マニュアルが出来ている

リスクが調査対象の２２リスク中２１にも及び、網羅的なリスク管理体制も「出来て

いる」と回答しています。最も、研||参は１０'」スク、：lll練は１リスクに留まるなど、

文書化のみに留まっている点は懸念されるところです。「強化」の意味は文書化のみ

ならず、周知・徹底も含まれていることを念頭におくべきと考えます。

もう１法人は、規程・マニュアルの策定も含め実施状況は何れも低水準に留まって

おり、今後、認識を高めていく必要があります。

殆どの法人はリスクマネジメントの必要'性について、十分に認識しているものと考

えます。必要な条件（ノウハウ、時間等）が整えば、対応水準が大きく向上する素地

は整っていると言えます。
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次に強化が必要なリスクについて、列挙したものが以下の表です。

今後対,策を強化すべきリスク
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(回答法人数）

回答法人数

コンピュータ、ネットワーク

個人|胄報
地震
メンタルヘルス

研究費の不正使用
不審壱
その他のハラスメント
ねつ造、盗用
入試業務
教育。研究業務
セクシャルハラスメント
著作権等知的財産権侵害
台風、豪雨、落雷
施設の管理
学生の不祥事、犯罪
火災、爆発
運営資金
労働問題
社会的評価
有害物質等
診療業務
危険有害業務
人事方策
感染症
横領

一般疾病
教育・研究課程

串一里団一団一ｍ一妬一幅一輻一幅一牽一記一語一弱一弘一詔一王一印
釦一ｍ’四一空｜ユ百一コ｜伯一幅―わ

３０

回答法人数

コンピュータ、ネットワーク ５ｓ

個人!|吉報 ５２

地震 ５１

メンタルヘルス ５１

研究蕾の不正|重用 ５０

不審者 ４５

その他のハラスメント ４５

ねつ浩．窯用 ４５

入試業務 4-3

教育。研究業務 ３８

セクシャルハラスメント ３ｓ

善ｲﾉE権筆勢E｢|ｎ勺目ｫ塵ﾈｨ霊'二害 ３ｓ

台風、臺雨、落雷 ３５

施設の管理 ３４

学牛の不往事．ガロ罪 ３３

Ｗｆｆメ’屡司筆 ３２

揮営書余 ３２

労|動問題 ｓｏ

計会Ｆ１勺評｛研 ３０

盲＝:物雪雲 ２９

診療業務 ２Ｓ

危険盲＝；業務 ２４

人＝;ロ頁亘 ２１

染症 ２１

横 1９

一般疾病 1６

致言・研究課程 １２



I輻i~:~ﾖﾇｰﾌｰFl

５０以上の法人で強化すべきリスクと認識されているものは「コンピュータ、ネッ

トワーク」「個人'檮報」「地震」「メンタルヘルス」「研究薑の不正使用」の５つと

なりました。その共通項を見ると、対応単位が「全学」と位置付けられており、「規

程・マニュアル」の策定率が「極めて高い」か「極めて低い」の何れかとなっていま

す。

襖＝すれば、「現在の対lIUi状況をさらに－段と高める必要があるリスク」、もしく

は「全く対応しておらず新たな対応が必要と認識しているリスク」の２つの視点での

意識が混在した結果になっていると言えます。

コストやマンパワーが限られる中、今一度、リスクの分析・評価プ□セスを踏まえ

た上で対liUiの優先|||頁|立を見極め、戦略的に対liUiしていくことが望まれます。

３１



③強化すべきリスクの取り組み推進上の障害

強化すべきリスクを質問したところ、

１位時間がない、人が足りない

２位スキル、ノウハウがない

３位予算が限られている

が、多くの法人からの指摘として、上位にランクされました【寶問１－３】。

取り組み推進上の障害

０
０
０
０
０
０
０
０
、

８
７
６
５
４
‐
３
２
Ｉ

7３

SY6
5１

1臆
1１

|霧鬘：

Ⅱ織蕊獄
`評蕊。

、○・

蕊 ‘
の。

(回答法人数）

aその他の内訳

（ａスキルノウハウがない)に関連するもの＝４

.リスクマネジメントシステムについて、危機管理室において構築に向けての検討

を行っているが、専門的知識が乏しく進展しない

。スキル、ノウハウの最新'|冑報が得にくい

。アカデミック・ハラスメント（パワー。ハラスメントも含む）は、セクハラと比

べグレーゾーンが広く、共通する行為の標徴を示すのが困難で、同様の言動であ

っても，その背景及び様々な状況により異なる。ハラスメントの認定の判断が容

易でないため、調査委員会等に重い責務。負担がかかる

。所掌範囲が瞳昧なリスクの場合は明確に担当が定めにくい
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(ｂ時間がない、人が足りない)に関連するもの＝１

・診療業務については、現在の医療制度において、在院曰数の短縮や稼働率（額）

の向上などが医療現場を忙しく、かつ煩雑化させている。

(ｃ予算が限られている)に関連するもの＝Ｏ

(｡、必要性の認識が低い)に関連するもの＝４

・個人'盾報保護についての教職員の認識不足

・多様な部署への人事異動|こより、構成員全員の様々なリスクに対する意識の向上

が難しい

・構成員の意識が低い

・周知方法

(e・その他)に関連するもの＝対応中との意見が４つ、それ以外の意見はなし

・今後ワーキンググループ等を整備しリスクの洗い出しを行い、検討を進めて行く

・近ﾉﾏ、法令違反や内部規程違反等に係る通報及び相談窓□を設置し、上記を含め

たリスク対１ｍを図る予定

・地震、台風、火災等関するリスクについては、防災マニュアルを整備中

・現在、リスクマネジメント体制について検討中である。陣＝への対応を含め，鬘

協会からの支援を期待する

I需下ﾖｰﾇｰﾌｰＦｌ
「組織として必要性の認識が低い」が最も低い数値を示している点は、これまでの

本協会主I崔のセミナー・研I|参を通して、リスクマネジメントの重要'性に対する取り組

みが各法人において、広く認知されつつあると考えられます。

一万で、「時間がない、人が足りない」「スキル、ノウハウがない」「予舅が限ら

れている」項目が上I立にある点と、その解決策として次ページ以降の「障害を取り除

くための解決策」での調査結果については、法人がリスクマネジメントを推進する上

で、留意すべき重要なポイントとも言えます。

その他への自由記載は１３ありましたが、「対応中」と記述された４例以外は、全

てａ)～。)に分類されました。
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④障害を取り除くための解決策

前質問の「強化すべきリスクの取り組み推進上の障害」に対する「解決策」の質問に対

する回答は以下の通りです〔質問１－４］。

障害の解決策

６６

０
０
０
０
０
０
０
０
０

８
７
６
５
４
３
２
１

IKＯ 別8１ １６１６

5４ １鬘鑿 ５４

4７

ま月＝郭ﾐヰー戸

》
｜」崔

鐇

鑿，３

霊一鑿》一
一唇》密一一一一一一一一一一一 ６

ｔ峯藍１閨 i蟇鑿
ⅡP-q●

胡
４
勺
：
】

痔
一
一

一一「］ロ●ｎＪ

里凸一

慰‘,ｆ銭 が
、．

籔鍵

、

,識
、

の．

(回答法人数）

i・その他の内訳

くe・人材の確保＞＝１

．時間的な余裕

く研修の実施＞＝３

.研修の実施

・啓発のための研修・講習会の実施

・教職員への意識啓発

く組織的な課題＞＝本質問の趣旨の対象外

・リスク管理壹任者及びリスク管蝉担当部署の明確化

|解説。コメント｜

「役員への意識啓発」以外、どの項目も同程度の要望があることが分かりました。「手

|||頁髻､マニュアル等の雛形を作成する」「先進的に取り組んでいる法人の事例を紹介する＿

ことが、効果的な解決策として集約されます。

３４

鑿
毒

１３

Ｌ鑿’



⑤リスク管理状況を監視･チェックする独立性が確保された組織の有無

リスク管理状況を監視・チェックする組織（部門や委員会等）が、独立'住を確保してい

るかどうかの質問に対する回答は以下の通りです【寶問１－５】。

独立性が確保された組織はあるか

１１％

２８． ６ ％

1□ある司

口冒勇iii尺
３％７0

厩ＦﾖﾇｰﾌｰF｜
平常時の体制について、約７割の大学で独立したリスク管理状況をチェックする組

織を持っているとの結果が出ました。形態としては「１）網羅的|こリスクを把握する

組織」「２）複数リスクを対象とするが、その対象は部分的に留まる」「３）特定リ

スクに特化した組織」の３種類に集約されました。

設置されている組織の延べ数は２４５、うち１）の形態が２９２）の形態が７８，

３）の形態が１３８となりました。

３５



１）網羅的にリスクを把握する組織例（回答法人数）

危機管理委員会

５
０
５
０
５
０

３
３
２
２
１
１
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０
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２
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需香幸

3５

３０

２５

２０

１５

１０

:Ⅱ ロﾛ圏ロロ圏Elqロロロロロロロロロロロロロロロ□

網羅的にリスクを把握する組織の対象リスク例
|解説・コメント｜

「網羅的にリスクを管理する主な

組織」としては「危機管理委員会」

「大学運営室」「監査室」という名

称が代表的なものであり、文字通

り、対象とするリスクは災害、不祥

事等、リスク全般に及んでいるのが

特徴です。

パターン１は６法人ありました。

パターン２Ｓについては、各１法

人ですが、「不祥事を除く全リス

ク」または「施設管理と不祥事を除

く全リスク」を管理対象としている

様子が浮き彫りとなりました。

ﾊﾟﾀｰﾝ１１１.ﾀｰｿ,ハ.

旧
一
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

㈹
一
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

川
一
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

地震

台風、臺雨、落雷
火災、爆発

施設の管理
有害物質等
不審者

入試業務
個人'|青報
コンピュータ、ネットワーク

セクシャルハラスメント
その他のハラスメント
横領
一般疾病

感染症
教育。研究業務
危険有害業務
著作権等知的財産権侵害
ねつ造、盗用
研究薑の不正使用
学生の不祥事、犯罪
メンタルヘルス

診療業務

労働問題
人事万策
教育。研究課程
運営資金
社会的評価
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２）複数リスクを対象とするが、その対象は部分的に留まる（回答法人数）

環境衛生管理室

５
０
５
０
５
０
５
０

３
３
２
２
１
１

’

￣

|iiiliiM:1膳し､。

山
十
ユ
Ｐ
十
座

；
ド
ロ
ー

do■

，［－｜Ｌ［田＝】＿Ｐ■'￣ﾛII

安全衛生委員会

５
０
５
０
５
０
５
０

３
３
２
２
１
１

'1； !'鯛E,肌圃Ⅱ 戸巨ローＩ’

Ｉ

鞠

|解説。コメント

複数リスクを対象とはしていますが、システム関連など専門的な知識を要するリス

クや、雇用及び経営に閏するリスクが対象外とされている点が特徴です。環境衛生管

理室の形態を採用している法人は５９法人、安全衛生委員会の形態を採用している法

人は１９法人となりました。

３ｓ



3）特定リスクに特化し定組織（回答法人数）

学生委員会
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０
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０
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０
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ハラスメント防止委員会
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５
０
５
０
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２
２
１
１
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泥
沙
一
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災害対策本部

５
０
５
０
５
０
５
０

３
３
２
２
１
１

’

l鬮｣:|｣： 團上＿，，
BHU

夢

入試委員会

3５

３０

::Ｉ
Ｆ
ｈ
〕
（
Ⅱ
〕
｜
恥
〕
、
Ｕ

Ⅲ
■
０
幻
Ⅱ
８

露

贄_＿

ⅡIﾛ

蕊灘
溌

鐵
／

十

４１



放射線等管理委員会

$H６

０
５
０
５
０
５

３
２
２
１
１

鯨 IⅡ

LFE1I
Ｕ 鰄

織
知的財産審査委員会
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３
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１
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毒物等管理委員会

舅

５
０
５
０
５
０
５
０

３
３
２
２
１
１

ⅡⅡI Ⅱ■■蕊騨

施設環境委員会

５
０
５
０
５
０
５

３
３
２
２
１
１

0口‘□`国＿塵

|解説・コメント｜

特定リスクに特化した組織としては、学生委員会（主に学生の不祥事、犯罪等）、倫理

委員会・ハラスメント防止委員会（セクシャルハラスメント等）、情報セキュリティ委員

会（'１胄報セキュリティ）、災害対策本部。施設環境委員会（事故災害、自然災害等）、入

試委員会（入試業務）、放射線等管理委員会（放射線管理等）、知的財産審査委員会（知

的財産権）、毒物等管理委員会Ｃ盲害物質管理）がありましだ。

４ｓ



⑥管理｡対応体制が整っていないリスクへの対応

管理・対１１６１体制が整っていないリスクに閏する事故が発生した場合、どのように対応し

たかの質問に対する回答は以下の通りです［質問１－６〕。

事故への対応

０
０
０
０
０
０
０
０
０

８
７
６
５
４
３
２
１

7０

4７

1７

｜」－

慰綴綴

５

沢

篠
織

(回答法人数）

|解説・コメント’

８割弱の法人（７０法人）において、既存の組織で対応したと回答しています。

また、１７法人では「事故。危機」という状況に直面したことはなく、従って教蹴

員の経験、ノウハウが少ないことも分かりました。

これまで経験がないからとは言え、今後、事故の発生が全く起こらないわけではあ

りません。「事故。危機」はいつでも起こるという認識を維持し続けていくことが必

要です。

４４
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(2)全学的、網羅的なリスクの管理状況

①全学的、網羅的に対応(危機管理)する体制の有無

リスクに関する事故が発生した場合、複数のリスクについて全学的・網羅的に対応（危

機管理）する体制があるかどうかに対する質問に対する回答は以下の通りです【質問２－１】

全学的､網羅的に対応する体制はあるか

００％

４０７％
□ある

回ない

団未回答５９３％

|解説・コメント｜

様ﾉﾏな危機発生を想定して、全学的、網羅的に対応する体制を持つ法人は全体の６

割弱（５４法人）であり、組織数は延べ１１９あることが分かりました。うち、全て

のリスクを管理対象とする組織を持つ法人は１８法人あり、残りの法人は管理対象リ

スクを限定した組織や、リスク毎に対応する体制を構築していることが分かりまし

/こ・
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１）全学的・網羅的な体制例（回答法人数）

危機管理委員会
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危機管理委員会対象リスク例

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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○
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○
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ﾊﾟﾀｰﾝ５

７ｙ腓
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八６ｙ腓
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

八
地震
台風、豪雨、落雷
火災、爆発
施設の管理

有害物質等
不審者

教育・研究業務
入試業務

診療業務

危険有害業務

個人'盾報

コンピュータ、ネットワーク
セクシャルハラスメント

その他のハラスメント

著作権等知的財産権侵害
ねつ造、盗用

横領

研究費の不正使用

学生の不祥事、犯罪
一般疾病
メンタルヘルス

感染症
労働問題

人事方策

教育・研究課程
運営資金
社会的評価

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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○
○
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○
○
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○
○
○
○
○

○
○

○

○

I癖i-5~ﾖｰﾇｰﾌｰF｜
全学的・網羅的な体制のパターンは上記７類型に分類されました。このうち全ての

リスクを対象とするパターン１は１３法人ありました。

また、不祥事を除くリスク全般、災害を除くリスク全般というパターン２～７があり

ましたが（いずれも１法人）、この６法人のうち、空白となっているリスクを埋める他

の組織も並存すると回答した法人は僅か２法人でした。

「空白のリスクをどう埋めていくのか」がリスクへの対liiii力を強めるひとつのキーワ

ードとなりそうです。
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２）複数リスク対象だが、対象リスクは一部に留まる体制（回答法人数）

環境衛生管理宝
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倫理委員会
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災害対策本部
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'情報セキュリティ委員会
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放射線等管理委員会
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1僧

1０
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繊

解説・コメント｜

対象リスクを限定した対応体制は上記１１に類型されました。延べ数はｇ２にも及ん

でいます。各法人の業務特性によっては、個別リスク毎に組織を構築することが効果的

なものもありますが、危機発生時の対応では特に組織間の連携は欠かせません。危機の

特'1生や各法人の業務特性に応じて、各法人において、最適な対応体制を検討．構築して
いくことが望まれます。
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②リスクマネジメントポリシーの策定状況

全学的に「リスクマネジメントポリシー」を策定している法人の割合は以下の通りです

【質問２－２】。

リスクマネジメントポリシーを策定しているか

9.9％

ｌｌＩ
3５．２

９８％
□策定している

□策定中(検討中を含む）

,囮策定していない

|□未回答

３５２％

隔堯ｉＦﾖﾇｰﾌｰF｜
策定済み、もしくは策定中の法人は全部で２７法人となりました。この２７法人を

対象に詳細を見ると規程・マニュアルの策定リスク数（全２２リスク）は策定済み法

人１６リスク、策定中法人１４リスクと、何れも平均１３リスクを上回りました。

また、全学的、網羅的に対lidiする体制について、策定済み法人はｇ法人中全て、

策定中法人は１８法人中１６法人が「ある」と回答しており、組織的にリスクへの対

応体制が整っている法人ほどリスクマネジメントポリシーを策定している（もしくは

策定中である）ことが分かりました。

最も、個別リスクへの平常時の対応状況を見ると:)||線実施リスク数は策定済み法人

２リスク、策定中法人３リスクに対して平均は３リスク、リスクの洗い出し、点検

を行っているリスク数は策定済み法人、策定中法人ともに１２リスクに対して平均は

１１リスク、研I|参を実施しているリスク数は策定済み法人Ｓリスク、策定中法人ｇリ

スクに対して平均ｇリスクと、あまり差異は見られませんでした。

充実した体制に実効性を持たすことが今後の課題と＝えます。
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③リスクの洗い出しと評価等の全学的体制の有無

リスクの洗い出しと評価を行い、対応策構築の|憂先'''百位を設定する全学的な体制がある

かどうかの質問に対する回答は以下の通りです【質問２－３】。

リスクの洗い出しと評価等の全学的体制はあるか

％

蕪

篭
3９．６

|□ある
□ない

田未回答

犀読了~ﾖｰﾇｰﾗｰＦ１
過半数は達していない状況です。前項の解説・コメントにも記しましたが、リスク

マネジメント体制が実効'性を持っていないことを示唆する結果とも言えます。

最も、リスクマネジメントポリシーを策定している法人ではｇ法人中６法人が、ま

たリスクマネジメントポリシー策定中の法人では１８法人中Ｓ法人が､それぞれ全学

的なリスクの洗い出しと評価等の体制を持っていると回答しています。リスクマネジ

メントポリシーを策定している、または策定中である法人ほど、本項目の取り組み度

合いが高くなっていることが明らかになりました。
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④複数のリスクについて全学的･網羅的に対応する体制の必要性

複数のリスクについて全学的・網羅的に対lidiする体制が必要であるかという質問に対す

る回答は以下の通りです【質問２－４】。

複数リスクの対応体制構築の必要性

蝋
ロ必要がある

|□特に必要はない
田夫回答

４８．４％ ４９５％

2.2％

I雨i~:~ﾖｰﾇｰﾌｰFl
末回答の法人も半数を占めていますが、特に必要はないと回答した法人は|菫か２法

人のみでした。

「必要'性はない」と回答した２法人については、規程・マニュアルの策定リスク数

（全２２リスク）は各々１４リスク、１９リスクと平均１３リスクを上回っていまし

た。全学的・網羅的に対応する体制をともに持っているため「特に必要はない」と回

答したと考えられます。
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⑤全学的｡網羅的に対応する体制を構築する上での障害

全学的・網羅的に対応する体制を構築する上で、

問に対する回答は以下の通りです［質問２－５】。

障害となっていることは何ですかの雷

体制を構築する上での障害

3，

５
０
５
０
５
０
５
０

３
３
２
２
１
１

FIG

1７
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（
ｄ
Ｌ

|已巫屋冨 ￣

‘,J$１，
Ｃｌ.

〆鐵獄
〆蕊。

、０．

(回答法人数）

e)その他

(ｂ時間がない、人が足りない)に関連するもの＝１

・業務分担が縦割りのため、総合的なリニ

体制が整備されていない

(ｄ必要性の認識が低い)に関連するもの＝１

総合的なリスクマネジメントに取り組むための人二、

・過去にあった事故等において既存の組織で対liiDiできていたため、更なる体制を構

築する必要性を感じていない

(e・その他)に関連するもの＝対応中との意見が１つ

・体制の構築に向け整備中
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犀読~:~ﾖﾇｰﾌｰＦｌ
「組織として必要'住の認識が低い」が最も低い数|直を示しているなど、個別リスク

の場合とほぼ同様の結果となりました。

組織に対して必要性の認識が徹底された現在、法人が最も望む項目である「時間が

ない、人が足りない」「スキル、ノウハウがない」「予算が限られている」を如何に

解決していくかが重要なポイントになります。
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⑥全学的｡網羅的に対応する体制を構築する上での有効策

全学的・網羅的に対応する体制を構築するために有効と思われる事柄への質問に対する

回答は以下の通りです【質問２－６】。

体制を構築する上での障害

砿35

3Ｃ

２５

２Ｃ

ｌ５

１Ｃ

５

〔

３１
CIU

Z８

２１
－

華.._

IＧ蚤学

１８
－汗甲巨再

､

■
■Ⅱ

Ｌ

が

、

の』

i)その他

・緊急時の危機管理にとらわれがちであるが、危機を未然に防ぐための管理意識を

向上させる事前対策が重要である

|解説・コメント｜

個別リスクの場合と同様、「役員への意識啓発」以外、どの項目も同程度の要望がある

ことが分かりました。全学的、網羅的なリスクへの対応についても、「手||偵害、マニュア

ル等の雛形を作成する」「先進的に取り組んでいる法人の事例を紹介する」ことが、効果

的な解決策として結論付けられます。
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３リスクマネジメントの重要性と課題





3．リスクマネジメントの重要性と課題

（１）リスクマネジメントの重要性について

①リスクマネジメントが求められる背景

地震等の自然災害、情報漏洩、重要事実の非開示や官製談合に代表される各種法規則違

反行為など、企業をはじめとする各種組織の業務活動を取り巻くリスクの顕在化事例は依

然として多発しています。特に昨今では、組織の内部対応の不備によりその悪影響が拡大

する事例も多く、内部統制の強化が強く求められています。

各法人においてもこの問題は例外ではなく、少子高齢化による人□構造の変化、各生活

者個人の価|直観や意識の変化、産業構造の変動など、様ﾉﾏな社会的環境の変化の影響も受

け、業務を取り巻くリスクはますます多様化、巨大化かつ複雑化する|頃向にあります。社

会的環境や価|直観の変化とともに、曰ノマ新たなリスクが発生している状況であると＝って

も過言ではありません。

万一これらリスクが顕在化し適切な対応ができなかった場合には、法人自身が被る直接

的損失のみならず、社会的信用を著しく失墜する危険性もあり、業務を取り巻く様ﾉﾏな利

害関係者（ステークホルダー）からの厚い|言頼に基づき運営している各法人においては、

その後の安定した業務展開に致命的な悪影響が出る事態にも発展しかねません。こうした

環境の中で、組織としての内部統制機能を支える重要な仕組みであり、業務活動の永続的

な発展・向上を支える「リスクマネジメント」は、法人経営のあらゆる側面において、従

来に増して重要になっています。

②リスクマネジメントの概念と定義

リスクマネジメントに閨する概念は、今日の曰本において、必ずしも画一的|こ確立され

たものではありません。そもそもの発祥の地である欧米においても、立場によって、その

範囲を広く解釈したり、狭く解釈したりすることがあります。

「マネジメント」と＝うからには、様ノマな形態や方式があってもおかしくはなく、法人

の経営方針や方法が変化すれば、「リスクをどう管理するか」に対する考え方が変化する

のも当然です。

－万、対象とするリスクの範囲、組織や職務分担などはマネジメントを行う主体（法人）

によって異なったとしても、各法人が安定して業務を継続・発展させていくためには、組

織に損失を与え得る様ﾉﾏなリスクに対して適切に対処することが共通して必要となります。

各法人|こおいて、その活動にマイナスの影響を与える可能'性のあるものは全てリスクで

あり、リスクへの対処が不適切であれば、思い切った意思決定を阻害したり、過大なコス
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トがかかったり、ひいてはその無防備さから業務活動の破綻をもたらすことも十分にあり

得ます。法人化後ますます「自己責任原則」に基づく責任の厳格化が進む中では、業務活

動を取り巻くリスクへ適切に対処していくことの重要性・必要'住はますます高まっていま

す。

「リスクマネジメント」はどのように定義できるのでしょうか。この定義については、

様ﾉﾏな学者、コンサルティング会社、リスクマネジメント法人等が独自の「定義」を披露

していますが、ここでは以下の通り定義付けます。

組織を取り巻く様々なリスクを予見し、

そのリスクがもたらす損失を予防するための対策や、

不幸にして損失が発生した場合の事後処理対策などを

効果的・効率的に講じることによって、

業務の継続と安定的発展を確保していく経営管理上の手法

この「業務の継続と安定的発展」との目的を達成するために、様ﾉﾏな「予防策」と「事

後処理対策」を講じていくことがリスクマネジメントであり、見方を変えれば、リスクマ

ネジメントは経営管理そのものに他なりません。

三体的にリスクマネジメントの取り組みを推進するにあたっては、様ﾉﾏな機能や仕組み

が必要となりますが、特|こ、昨今のリスク顕在化事例から見られる教:lllに鑑みれば、以下

２点に＋分留意することが必要です。

ａ）トップマネジメントの主体的関与によるトップダウンでの推進

リスクマネジメントはまさに経営管理そのものであることから、トップの明

確な意思決定を踏まえ、現場にもその取り組みの必要性についてメッセージを

常に送り続け、取り組みのモチベーションを高めることが必要です。

ｂ）危機発生時の対1ｍのみではなく、平常時のリスク予防・低減策を強化する

リスクマネジメントは、危機が発生した際の対liUi体制を強化することにウェ

イトが菫＜おかれることがありますが、昨今の事例からは危機発生後は損害の

拡大を抑えることが困難なケースが多ﾉﾏみられます。従って、今の時代におい

て必要なことは、むしろ平常時において危機に繋がる要因を如何|こ適切にコン

トロールできるか、という「平常時のリスク予防・低減策」に力点をおくこと

といえます。今一度、過去の自らの取り組みを検証した上で、平常時対応の強

化を推進されることが必要です。
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③リスクマネジメントの具体的ステップ

リスクマネジメントは、一般的仁以下のステップで推進します。

Ｓｔｅｐ２Ｓｔｅｐｌ

「笠

Ｓｔ 、

事後対策
(緊急時対策｡復旧対

策）

Lご／
三二Ｖ

事前対策点検･改善

リスク対策の選択霞実施

クレーム。〆｡，Ｕ

マスコミ』．＿

Stepl：リスクマネジメント体制の確立

最初は「リスクマネジメント体制の確立」のステップとなり、誰が、どのような責

任・権限・役割で、どの範囲までを対象に取り組むのかなどを決めていくことになり

ます。特に、薑任者と担当者が誰なのかは極めて重要なポイントになります。これ

らは個人としての薑任・権限・役割だけではなく、組織（正式な部門や、委員会等の

プ□ジェクト組織など）の薑任・権限・役割も含めて検討、決定されることが必要で

す。

Ｓｔｅｐ２：リスクの洗い出し

次にステップ２としてリスクの洗い出し（リスクの特定）を行います。リスクの洗

い出しをする上で重要なことは、法人内の各部門で実施している業務内容を正確に把

握した上で、その業務の鬘に潜在するリスクを漏れなく探し出し、見逃さないように

抽出（リスクの見える化）することです。

先に触れた通り、法人を取り巻くリスクは巨大化・多様化・複雑化しており、従来

予想されなかったリスクが発生することも想定されます。当然のことながら見逃され

たリスクに対応する手段がとられなかった場合には、発生する損害の全ては各法人が

負担することになります。リスクの洗い出しを行う際には、世の中で発生している事
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件・事故・災害等に関する資料や他法人の事故事例などを参考にし、考えられ得るリ

スクをリストアップしたチェックリストを活用したり、業務活動の流れを表したう□

－チャートや貴法人の財務データ、各種規程・契約書等から必要な'盾報を入手したり

する方法が一般的です。本アンケート調査の前提として整理したリスクリストを参考

にして頂くのも一法です。留意すべき事項としては以下の通りです。

ａチェックリストを活用する場合、法人内の各業務を取り巻くリスクには業務特

’住に１，じて異なるため、実態に応じてチェック項目の追加・訂正を行う必要が

あります。

ｂ－つのリスク事象で多様な損害が発生することがありますので、見落とさない

よう予想されるリスク発生シナリオを推定の上、確認する必要があります。

ｓｔｅｐｓ：リスク分析・評価

ステップ３は、洗い出したリスクについての分析・評価を行うこと|こなります。分

析・評価を行う最大の目的は、「個ノマのリスクの特'性を把握した上で、新たな改善策

を講じることが必要なリスクの優先'''百位を見極め、設定する」ことにあります。従っ

て、各リスクを分析・評価する上での共通のものさし（分析・評価指標）を設定した

上で、その共通指標に沿って様ノマなリスクの相対比較を行うことが必要となります。

一般的には、そのリスクの「発生頻度」（または「発生確率」）と、万一発生した

際の「損害（影響度）の大きさ」の２つの視点から指標を設定して、各リスクの特性

（リスクの潜在度合い）を－つ－つ分析していきます。またＩ丼せて、各リスクに対し

てどの程度の対策を行っているか（リスクの対策度合い）についても、別の評価軸|こ

より一つ一つ分析を加えます。その分析結果から、「リスクの潜在度合い」が高いに

も拘わらず「リスクの対策度合い」が低いものについて、新たな改善策を実施する優

先|||頁I立が高いと評価して､その結果を一覧等によりとりまとめていくことになります。

なお、分析・評価|こよってとりまとめた結実は、業務環境の変化やリスクマネジメ

ント活動の推進状況に応じて常に変動しますので、定期的に見直しを図るルールも明

確化し、常にリスク状況を監視する体制を強化することが必要です。

Step4：リスク対策の選択・実施

分析．評価を行った結果を踏まえて、新たな改善策実行の|憂先順I立の高いものから

’''百次、具体的なリスク対策を選択・実施することになります。リスク対策は|□ノマのリ

スクで当然異なりますが、どのようなリスクでもその対策を考える際には「事前対策」

と「事後対策」に分けて、各々必要な対策ルールを検討．実施することが必要です。

（このうち事後対策は、リスクが顕在化した後の対応を時系列的|こ整理.分類すると、

「緊急時対策」と「復|曰対策」とに分かれます。）
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各ノマについてさらに具体的な対策項目イメージをブレイクダウンして考えると、先

に図示した通りです。

中でも、リスク対策のうち財務的な手当ての観点からまず想起される代表的なもの

として「保険の活用」があります。リスクが万一発生した場合の経済的損失を補填す

る対策として、保険は極めて有効な手段であるといえます。ただし、保険を手配して

いれば、その'」スクに対して他の対策を講じる必要'|生は低いとの考え方は誤りです。

前述の通り、リスクが顕在化した際の悪影響は、そのリスクによる直接的経済損失に

留まらず、むしろ業務活動の停止や社会的|言用の失墜などによる間接的な悪影響の方

が深刻化する危険'住があります。利害関係者（ステークホルダー）からの厚い|言頼に

基づいて法人運営が成り立っているとの観点に立ち、その信頼を雲切らないよう、対

策強化が必要なリスクに関しては、保険のみならずそのリスクの発生そのものを回

避・予防・軽減するための対策や、万一リスクが距在化した場合における危機管理対

策など、総合的観点からリスク対策を強化していくことが必要です。

Ｓｔｅｐら：点検・改善

リスク対策を選択・実施した後には、それを点検してうまく機能していないものに

ついては必要な改善策を実行していくことが必要です。また、Ｓｔｅｐｌに戻ることでマ

ネジメントサイクルを回していくことになります。この最後のステップが「点検・改

善」になります。

点検を行う場合の主なポイント・視点は以下の通りです。

ａ・予定し尼リスクマネジメント手法を実施できたか

例えば、教職二教育などこの種のリスクマネジメントに関する様ノマなプラン

を計画していたが、予算あるいはスケジュールの都合でその全てを実施するこ

とができなかったといった事態も住々にしてあります。計画と実行のギャップ

について検証し、より実効性の高いリスクマネジメント手法とするよう工夫す

る必要があります。

ｂ期待通りのリスクマネジメント効果が得られたか

例えば、勤務中の事故（労働災害）リスクに関して、教職員の教育を実施し、

より安全な設備を壜入し、業務工程も見直したにもかかわらず、期待したほど

事故が減少しなかったようなケースにおいて、その原因・問題点の所在を明ら

かにし、今後のリスクマネジメント手法に反映していく必要があります。

ｃリスク処理基準を見直すべきような事態は発生していないか

例えば、業務環境が大幅に変化した場合、業務を取り巻くリスクの大きさに

変化が生じたり、また、新たなリスクが発生することもあります。常に、客観

的な目で鬘法人のリスクを分析し、必要|こ応じてリスクマネジメント手法の軌
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道修正を行う必要があります。

ｄ､リスクコストを削減できたか

リスクマネジメントの目的としては、「リスクコスト（リスクマネジメント

に要するトータルのコスト）をいか'こ肖U減するか」との側面も極めて重要です。

従って、保険料や事故予防のために要したコストなどをその都度検証し、効果

的なリスクマネジメントが実行できているかをチェックすることも重要です。
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(2)アンケート結果を踏まえた課題

リスクマネジメントの重要'性と具体的なステップについては前述の通りです。こうした

背景も踏まえ、各法人でのリスクマネジメント取り組み実態に関する本アンケート調査結

果をもと|こ、以下の課題を提示しました。今後、各法人で業務特'性|こlIUiじたベストなリス

クマネジメント体制を強化していく上で、参考にされることを推奨します。

①各法人の業務特性やリスク特性に応じた、最適なリスクマネジメント体制の検

討・構築（対応すべきリスクに抜けや漏れがない対応体制の構築等）

②法人の特性を考慮した独自のリスクの洗い出し、分析・評価手法の確立

,③独自の分析評価手法に基づく|憂先的対応リスクの特定と、対liti策の強化、共通認

識の醸成

④マネジメントサイクル（Ｐ１ａｎ（計画）、ＤＣ（実行）、Check（検証）、Ａｃｔ（改

善））の機能化

⑤リスクマネジメントの実行力、専門性を有する人材の育成と有効活用

⑥緊急時に実効性のあるトレーーングプログラムの構築、実施

⑦利害関係者との積極・戦略的コミューケージョン（リスク'僖報の収集、伝達、共

有化、開示等）の確立

以上
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４資料





本協会では、国立大学法人の経営に関する支援業務として、国大協総合損害保険制度の

運営と併せて、国立大学法人のリスクマネジメントの支援を行うこととしております。

つきましてば、保険を含めた幅広いリスクマネジメント支援の今後の参考とさせていた

だきたく、以下の設問にお答えくださるようお願いいたします。

１．個別リスクの管理の現状について

１－１国立大学法人をめぐるリスクには様々なものが想定されます。

仮に別表のとおり分類した場合、各小分類のＡ）～Ｆ）について、ご回答ください。

1-2別表に掲げるリスクのうち、今後、対策を強化する必要があると考えるリスクは何

ですか。

ａある

※ある場合には対象とするリスクの分類コードをご回答ください。（複数回答）

ｂない

以下の１－３及び１－４の設問は、１－２の回答が「ａある」の場合にお答えください。

1-3今後、対策を強化すべきと考えるリスクについて、取り組みを推進する上で、障害

となっていることは何ですか。（複数回答）

ａどう進めていけばよいのか分からない（スキル、ノウハウがない）

ｂ・時間がない、または人（マンパワー）が足りない

０.予算が限られている

。組織（役員等）として必要'性の認識が低く、作業を進めることに理解がない

ｅ・その他（具体的に）
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1-3の｢障害となっていること」を解決するために有効と思われる事柄は何ですか。

（複数回答）

ａリスク管理推進のための手||頂書

ｂ規程、要項、マニュアル等の雛形

Ｇ役員への意識啓発

ｄ予算の確保

ｅ・人材の確保

ｆ,外部コンサルタントの起用

ｇリスク事例集

ｈ先進的に取り組んでいる大学の事例

ｉ，その他（具体的に）

1－４

1-5別表に掲げるリスクについて、リスク管理状況を監視・チェックする独立性が確

保された組織（部門や委員会等）がありますか。

ａある

※ある場合には対象とするリスクの分類コードとその組織（部門や委員会等）

名をご回答ください。

ｂない

1-6管理・対応体制が整っていない'ノスクに関する事故が発生した場合、どのように

対応しましたか。（複数回答）

ａ委員会もしくは対策本部等を－時的に立ち上げた

ｂ・既存の組織で対応した

ｃ､組織的な対応はしなかった

。過去に事故は発生していない

ｅ・管理・対応体制が整っていないリスクはない

７４



２．全学的・網羅的なリスク管理体制について

2-1別表に掲げるリスクに関する事故が発生した場合、複数のリスクについて全学的・

網羅的に対応（危機管理）する体制がありますか。

ａある

※ある場合には対象とするリスクの分類コードをご回答ください。

複数の組織がある場合は、組織単位で対象とするリスクの分類コードをご回

答ください。

ｂない

２－２２－１で「a」にご回答の場合、全学的に「リスクマネジメントポリシー」を策定し

ていますか。

ａ策定している

ｂ策定中（検討中を含む）

ｃ､策定していない

２－３２－１で「a」にご回答の場合、別表１に掲げるリスクについて、リスクの洗い出し

と評価を行い、対応策構築の優先Ⅱ項位を設定する全学的な体制がありますか。

ａある

ｂない

以下の設問は、２－１の回答が「ｂない」の場合にお答えください。

網羅的に対応する体制が必要とお考えですか。複数のリスクについて全学的

ａ必要がある

ｂ特に必要はない

2-4

２－５２－４で「a」にご回答の場合、全学的・網羅的に対応する体制を構築する上で、障

害となっていることは何ですか。（複数回答）

ａどう進めていけばよいのか分からない（スキル、ノウハウがない）

ｂ時間がない、または人（マンパワー）が足りない

ｏ予算が限られている

ｄ・組織（役員等）として必要'住の認識が低く、作業を進めることに理解がない

ｅその他（具体的に）
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２－４で「a」にご回答の場合、全学的・網羅的に対応する体制を構築するために有

効と思われる事柄は何ですか。（複数回答）

ａリスク管理推進のための手順書

ｂ規程、要項、マニュアル等の雛形

ｃ・役員への意識啓発

ｄ予算の確保

ｅ・人材の確保

ｆ・外部コンサルタントの起用

ｇリスク事例集

ｈ先進的に取り組んでいる大学の事例

2-6

i、その他（具体的に）

以上です。ご協力ありがとうございました。
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(別表）

国立大学法人をめぐるリスクとその対応

ってい

いナーい

ってい

行っていない

Ⅶ
『

１あり
￣

２，なし

〔1あり

こなし

１行っている

行っていな、

１あり

２なし

行っている

z灯っていない

大分類 小分類
分類

コード 例
A）

規程･マニュアル

Ｂ）

対応単位

Ｃ）

管理･対応体制

Ｄ）

発生を想定した訓練
E）

リスクの洗い出し、点検
F）

対応、防止の研修

1．災害に関するリスク 地震

台風､豪雨､落雷

1０１

1０２

地震による人的､物的被害

台風､豪雨､落雷による人的､物的被害

①あり
②なし

①あり
②なし

①全学
②部局

①全学
②部局

①委員会
②専任組織､担当者
③随時対応
①委員会
②専任組織､担当者
②随時対応

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている

②行っていない

①行っている

②行っていない

①行っている

②行っていない

２施設に関する'ﾉスク 火災､爆発

施設の管理

有害物質等

不審者

2０１

2０２

203

204

火災､爆発による人的､物的被害

施設に起因する事故

毒･劇物､放射性物質等の紛失

不審者の侵入による盗難~傷害

①あり
②なし

①あり
②なし

①あり
②なし

①あり
②なし

①全学
②部局

①全学
②部局

①全学
②部局

①全学
②部局

①委員会
②専任組織善担当者
②随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
,③随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
③随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
③随時対応

(i)行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
(ご行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

⑦行っている

②行っていない

①行っている
②行っていない

３業務'二関するリスク 教育･研究業務

入試業務

診療業務

危険有害業務

3０１

302

303

304

実験､フィールドワーク､体育実習の事故

入試ﾐス

医療ﾐス

危険作業､有害作業での事故

①あり
②なし

①あり
②なし

①あり
②なし

①あり
なし

①全学
②部局

全学

②部局

①全学
'②部局

①全学
②部局

①委員会
②専任組織､担当者
②随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
③随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
③随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
②随時対応

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

４情報に閏するリスク 個人情報

コンピュータ、ネットワーク

４０１

402

個人情報の漏えい

ネットワーク障害､ハッキング､ウィルス感染

①あり
②なし

①あり
②なし

⑦全学
②部局

①全学
②部局

①委員会
②専任組織､担当者
③随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
②随時対応

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない



『
⑪

大分類 小分類
分類

コード
例

A）

規程･マーュアル

Ｂ）

対応単位

Ｃ）

管理･対応体制

､）

発生を想定した訓練

Ｅ）

リスクの洗い出し、点検

F）

対応､防止の研修

５不祥事･犯罪に関する'ﾉスク セクシャルハラスメント

その他のハラスメント

著作権等知的財産権侵害

ねつ造、盗用

横領

研究費の不正使用

学生の不祥事、犯罪

5０１

502

503

504

505

506

507

セクシャルハラスメント

アカデミックハラスメント．差別、いじめ

著作権侵害､特許侵害

実験結果の裡造.論文盗用

保管金の横領

研究費の不正使用

学生の不祥事､犯罪

①あり
②なし

①あり
②なし

①あり
②なし

①あり
②なし

①あり
②なし

①あり
②なし

①あり
②なし

①全学
②部局

①全学
②部局

①全学
②部局

①全学
②部局

①全学
②部局

①全学
②部局

①全学
②部局

①委員会
②専任組織､担当者
｡）随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
③随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
③随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
③随時対応

(1)委員会
②専任組識､担当者
③随時対応

①委員会
②専任組織.担当者
③随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
③随時対応

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

6.健康'二関するリスク 一般疾病

メンタルヘルス

感染症

6０１

602

603

学生､教職員の病気

学生､教職員のメンタル面の病気

０１５７，sＡＲＳ

①あり
②なし

①あり
②なし

①あり
②なし

①全学
②部局

①全学
②部局

①全学
②部局

①委員会
②専任組織､担当者
②随時対応

①委員会
②専任組織.担当者
③随時対応

①委員会
②専任組織､担当者
③随時対応

行っている

②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

①行っている
②行っていない

7．雇用に関する'ﾉスク

8.経営に関するリスク

労働問題

人事方策

教育･研究課程

運営資金

社会的評価

7０１

702

8０１

802

803

退職､待遇等の雇用に関するﾄラブル

採用方針、人事方針

教育･研究課程の設置､廃止

交付金の肖'1減､外部資金の減少

応募学生の減少､学習力の低下､就職率の低下



調査協力枝一覧（９１機関）

■北海道支部（７大学）

北海道大学

帯広畜産大学

北海道教育大学

旭川医科大学

室蘭工業大学

北見エ業大学

小樽商科大学

■東北支部（７大学）

弘前大学

秋田大学

岩手大学

山形大学

東北大学

福島大学

宮城教育大学

■東京支部（１２大学）

東京大学

東京農工大学

お茶の水女子大学

東京医科歯科大学

東京芸術大学

電気通信大学

東京外国語大学

東京エ業大学

一橋大学

東京学芸大学

東京海洋大学

政策研究大学院大学

■関東・甲信越支部（１４大学）

茨城大学

群馬大学

新潟大学

信州大学

筑波大学

埼玉大学

長岡技術科学大学

総合研究大学院大学

筑波技術大学

千葉大学

上越教育大学

宇都宮大学

横浜国立大学

山梨大学

■東海・北陸支部（１２大学）

富山大学

静岡大学

名古屋エ業大学

金沢大学

浜松医科大学

豊橋技術科学大学

福井大学

名古屋大学

三重大学

岐阜大学

愛知教育大学

北陸先端科学技術大学院大学

■近畿支部（１４大学）

滋賀大学

京都エ芸繊維大学

兵庫教育大学

和歌山大学

滋賀医科大学京都大学

大阪大学大阪外国語大学

神戸大学奈良教育大学

奈良先端科学技術大学院大学

京都教育大学

大阪教育大学

奈良女子大学

■中国・四国支部（１０大学）

鳥取大学

山ロ大学

愛媛大学

島根大学

徳島大学

高知大学

岡山大学

鳴門教育大学

広島大学

香川大学

■九州支部（１１大学）

福岡教育大学

長崎大学

鹿児島大学

九州大学

熊本大学

鹿屋体育大学

九州エ業大学

大分大学

琉球大学

佐賀大学

宮崎大学

大学共同利用機関法人４機構

人間文化研究機構自然科学研究機構

情報・システム研究機構

高エネルギー加速器研究機構

調査時(平成１８年８月)現在

７９



事業実施委員会委員名簿

委員長 林勇二郎 金沢大学長

副委員長 村山紀昭 北海道教育大学長

委
一

員 鷲山 恭彦 東京学芸大学長

古 在 豊樹 千葉大学長〃

木 登志夫 岐阜大学長黒〃

寺 光世 京都教育大学長田〃

－－

￣

戸］ 橋 啓 鳴門教育大学長〃

芝 秀太郎山 鹿屋体育大学長〃
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